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報告第12号

平成29年度決算における健全化判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3

条第1項の規定により、平成29年度決算における健全化判断比率を別紙監査

委員の意見を付けて次のとおり報告する。

(単位:%)

備考 括弧書は早期健全化基準を示す。

平成30年8月27日提出

戸田市長 菅 原 文 仁

1- -

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

( 11.86 ) ( 16.86 )

4.3

( 25.O )

30.9

( 350.O )



報告第13号

平成29年度戸田市水道事業会計決算における資金不足比率の報告に

ついて

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第

22条第1項の規定により、平成29年度戸田市水道事業会計決算における資

金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。

(単位:%)

資金不足比率

一

備考 括弧書は経営健全化基準を示す。

平成30年8月27日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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報告第14号

平成29年度戸田市下水道事業会計決算における資金不足比率の報告に

ついて

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第

22条第1項の規定により、平成29年度戸田市下水道事業会計決算における

資金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。

(単位:%)

資金不足比率

-

備考 括弧書は経営健全化基準を示す。

平成30年8月27日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第60号

戸田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

戸田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和59年条例第30号)

の一部を次のように改正する。

第4条の見出しを「(医療費助成)」に改め、同条中「を支給する」を「の支

給(以下「医療費助成」という。)をする」に改め、同条第1号中「国民健康保

険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は社会保

険各法に規定する被保険者等」を「被保険者等」に改め、同条に次の2項を加

える。

2 前項の規定にかかわらず、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支

給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この項において「政

令」という。)第7条に規定する額を超えた場合は、その年の10月から翌年

9月までの国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険

各法(以下「医療保険各法」という。)又はその他の規程による医療給付に係

る医療費助成は行わない。この場合において、当該所得の範囲は政令第4条

に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法は政令第5条の例によるも

のとする。

3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係

る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具

その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資

産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を

除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、その損

害を受けた日から翌年の9月30日までの医療保険各法又はその他の規程に

よる医療給付に係る医療費助成については、前項の規定を適用しない。

第5条中「医療費助成金の支給」を「医療費助成」に改め、同条に次の2項

を加える。

2 市長は、前項の規定による申請により対象者と認定したときは、当該対象

者を受給資格登録者として登録しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請により対象者と認定しないときは、・当該

申請をした者に規則で定めるところにより通知するものとする。

第6条第1項中「前条の規定による申請により対象者と認定したときは、当

該対象者」を「第4条第1項及び第3項の規定により医療費助成を行う受給資

-6-



格登録者」に改め、同条第2項中「前条の規定に,よる申請により対象者と認定

しないときは、」を「第4条第2項の規定により医療費助成を行わない受給資格

登録者に」に改め、「、当該申請をした者に」を削る。

第9条中「受給者」を「受給資格登録者」に改め、同条に次の1項を加える。

2 受給資格登録者は、規則の定めるところにより所得の状況について市長に

届け出なければならない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受給者証の交付を受けている者については、こ

の条例による改正後の戸田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例第4

条第2項及び第3項、第6条並びに第9条第2項の規定は、平成34年9月

30日までの間は、適用しない。

3 この条例の施行前における国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、戸田市重度心

身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第34号)に

定める社会保険各法又はその他の規程による医療給付に係る助成金の支給に

ついては、なお従前の例による。

平成30年8月27日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第61号

戸田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例

戸田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27

年条例第31号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項ただし書中「情報ネットワークシステム」を「情報提供ネット

ワークシステム」に改める。

第5条第2項中「その他の規定」を「その他の規程の規定」に改める。

別表第2の2の項中

1

生活保護関係情報であって規則で定めるもの
1

j

を

1

1生活保護関係情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの

1

1

1

に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日(以下「施行町という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日前であっても、改正後の戸田市行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の実施のために必要な準備行為を行うこ

とができる。

平成30年8月27日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第62号

戸田市国民健康保険条例の一部を改正する条例

戸田市国民健康保険条例(昭和39年条例第27号)の一部を次のように改

正する。

目次中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加え、「国民健康保険運営協

議会」を「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に、「第7章 雑

則(第11条・第12条)」を「第7章 削除」に改める。

第1章の章名を次のように改める。

第1章 戸田市が行う国民健康保険の事務

第1条(見出しを含む。)中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。

第2章の章名を次のように改める。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

第2条の見出し中「国民健康保険運営協議会」を「協議会」に改め、同条中

「国民健康保険運営協議会(以下「協議会」 という。)」を「協議会」に改め、

同条を第2条の2とし、第2章中同条の前に次の1条を加える。

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第

11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の

名称は、戸田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」 という。)とする。

第5条第4号中「国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」

という。)」を「法」(と改める。

第5条の2及び第5条の3を削る。

第7章の章名を次のように改める。

第7章 削除

附則

この条例は、公布の日から施行する。

平成30年8月27日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第63号

戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

戸田市国民健康保険税条例(昭和38年条例第38号)の一部を次のように

改正する。

第2条第2項ただし書及び第21条中「54万円」を「58万円」に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の戸田市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。

平成30年8月27日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第64号

戸田市議会議員又は戸田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等

の公営に関する条例の一部を改正する条例

戸田市議会議員又は戸田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公

営に関する条例(平成5年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第141条第8項」の次に「、第142条第11項」を、「使用」

の次に「、法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)

の作成」を加える。

第11条中「及び第9条」を「、第9条及び第13条」に、「手続き」を「手

続」に改め、同条を第15条とする。

第10条中「第7条」を「第11条」に改め、同条を第14条とする。

第9条中「第7条後段」を「第11条後段」に改め、同条を第13条とし、

第8条を第12条とする。

第7条中「第10条」を「第14条」に改め、同条を第11条とし、第6条

の次に次の4条を加える。

(選挙運動用ビラの作成の公営)

第7条 公職の候補者は、第10条に定める額の範囲内で選挙運動用ビラを無

料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を

準用する。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第8条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者と

の間に選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるとこ

ろにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)

第9条 市は、公職の候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条

の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべ

き金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの

作成単価(当該作成単価が、7円51銭を超える場合には、7円51銭)に

当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該公職の候補者を通じて、法第142条

第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定め

るところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、委員会が確認した

ものに限る。)を乗じて得た金額を、第7条後段において準用する第2条ただ

- 11-



し書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者か

らの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額)

第10条 第7条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限

度額は、公職の候補者1人について、7円51銭に選挙運動用ビラの作成枚

数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合に

は、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(戸田市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の廃止)

2 戸田市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成21年条例

第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の戸田市議会議員又は戸田市長の選挙における選挙

運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以

後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日ま

でにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

平成30年8月27日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第65号

戸田市起業支援センター条例を廃止する条例

戸田市起業支援センター条例(平成15年条例第23号)は、廃止する。

附則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

平成30年8月27日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第66号

図書館・郷土博物館設備改修工事請負契約について

図書館・郷土博物館設備改修工事請負契約をするについて、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)第

2条の規定により、議会の議決を求める。

記

図書館・郷土博物館設備改修工事

埼玉県戸田市大字新曽字稲荷1707番外

図書館・郷土博物館の設備改修に伴う工事

金729,291,600円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金54,021,600円)

本契約締結日の翌日から

平成32年1月31日まで

埼玉県上尾市緑丘三丁目4番25号

株式会社島村工業 上尾支店

支店長島村貴夫

平成30年8月27日提出

工事名

場 所

工事内容

金 額

1
 
2
 
3
 
4

工期5

契約者6

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第66号参考

図書館・郷土博物館設備改修工事概要

1 工事概要

(1)図書館・郷土博物館の設備改修に伴う工事

① 電気設備工事 受変電設備、自家発電設備、幹線・動力設備、電灯

設備、弱電設備、消防設備の改修

② 機械設備工事 給排水衛生設備、空調設備、換気設備、消防設備の

改修

更新

内装の改修、上記に伴う建築工事

③昇降機設備

①建築工事

- 15-



入

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円)

業者名

回 数
第1回 摘要

(株)島村工業上???尾支店 675,270,000 U呂

佐 田 建 設(株) ↑いたま支店 694,900,000

I寄居建設(株)
1

辞退

※ 入札金額が同額のためくじ引き

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円)

罰 計

l予 定 価
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議案第67号

戸田市スポーツセンター屋内プール新築工事請負契約について

戸田市スポーツセンター屋内プール新築工事請負契約をするについて、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例

第9号)第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

戸田市スポーツセンター屋内プール新築工事

埼玉県戸田市大字新曽字稲荷1286番外

戸田市スポーツセンター屋内プールの新築に伴う工事

金1,380,240,000円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金102, 240, 000円)

本契約締結日の翌日から

平成32年2月15日まで

埼玉県さいたま市大宮区浅間町二丁目252番地

佐田建設株式会社 さいたま支店

支店長中村賢市

平成30年8月27日提出

工事名

場 所

工事内容

金 額

1
 
2
 
3
 
4

工期5

契約者6

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第67号参考

戸田市スポーツセンター屋内プール新築工事概要

1 工事概要

(1) 戸田市スポーツセンター屋内プールの新築に伴う工事

① 建 築 工 事 屋内プール新築(地上2階、地下1階 建築面積

1,864.76渭 延べ面積2,433.51M)、既存屋外

プール解体工事、外構工事

電灯動力設備、非常用発電設備、電灯設備

空調設備、換気設備、自動制御設備

② 電気設備工事

③機械設備工事

④ 昇降機設備工事

一18-



入

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円)

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円)

一 19-

ィ7」 ″ 第1回 摘要

佐 田 建 設(株) さいたま支店 1 278 000 000
フ )

落札

(株)ナカノフドー建設 北関東支店 1 328 600 000
) ) )

収 計 額丑几 1 335 000 000
) )

予 定 価 格 1 335 000 000

調査基準価格 1 201 500 000



議案第68号

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事(Ⅰ・Ⅱ期)請負契約について

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事(I・Ⅱ期)請負契約をするについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和

39年条例第9号)第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事(Ⅰ・Ⅱ期)

埼玉県戸田市下戸田一丁目3番3外

既存小学校屋内運動場解体、既存小・中学校プール解体、

プール棟新築、小・中学校校舎新築、既存小・中学校煙突石

綿除去、外構解体等に伴う工事

金 額 金5,678,640,000円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金420, 640, 000円)

工 期 本契約締結日の翌日から

平成32年12月25日まで

契約者 埼玉県川口市本町四丁目11番6号

川口土木建築工業株式会社

代表取締役 古 川 元 一

平成30年8月27日提出

工事名

場 所

工事内容

1
1

2

3

4

5

6

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第68号参考

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事(Ⅰ・Ⅱ期)概要

1 工事概要

(1) Ⅰ期工事(既存小学校屋内運動場解体、既存小・中学校プール解体、

プール棟新築)

① 建築工事 解体、新築(地上1階建 延面積950.18信)、鉄骨

屋根、可動床、外構

② 電気設備工事 解体、動力設備、電灯設備、弱電設備、切り回し仮

設

③ 機械設備工事 解体、換気設備、給排水衛生設備、ろ過設備、ガス

給湯設備

(2) Ⅱ期工事(小・中学校校舎新築、既存小・中学校煙突石綿除去、外構

解体)

① 建築工事 新築(地上4階 延面積18,230.50渭)、昇降機設備、

外構、既存校舎煙突石綿除去

② 電気設備工事 受変電設備、非常発電設備、動力設備、電灯設備、

弱電設備

③ 機械設備工事 空気調和設備、換気設備、給排水衛生設備、ガス給

湯設備、厨房機器設備
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入

業者名

レ11口上木建築工業(株)

1(株)ナカノフドー建設
I関東建設工業(株)

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円)

回 数
第1回 摘要

5,258,000,000 落札

4り(椰5,487,O箱iiリ?口
北関東支店 5,53ジ,?870,000
さいたま支店I5,538,870,ooo■ 口
関東営業所1 無効

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円)

I設 計 416,154,300,00値

調査基準価格 5,538,870,000
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